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＜2019 年末手当＞  

 

ＪＲ東日本が回答（11/13） 

3.18ヵ月分（前年比 同月数） 

支払日  12月 4日以降準備出来次第 

 

JR東日本は 本日（11/13）、年末手当について上記の回答を行った。 

東日本本部は「持ち帰り検討」の扱いとした。（別紙参照） 

  

                                                               

以  上 


